
デジタル時代の地方自治のあり方に関する研究会開催要綱 

 

１．開催趣旨 

地方分権の着実な進展が図られる一方、大規模な災害・感染症の発生やデジタ

ル技術の飛躍的な利用拡大などを通じて新たな社会経済環境が立ち現れる中、地

方自治制度の可能性と限界に関する論点の整理を通じ、デジタル時代に求められ

る地方自治のあり方について幅広く議論を行うことを目的として研究会を開催

する。 

 

２．構成員 

研究会は、別紙のメンバーをもって構成する。 

 

３．座長 

（１） 研究会に、座長を置く。 

（２） 座長は、会務を総理する。 

（３） 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長が指名する者がそ

の職務を代理する。 

 

４．議事 

（１） 座長は、研究会を招集し、主宰する。 

（２） 座長は、必要に応じ、必要な者に出席を求め、その意見を聴取すること

ができる。 

（３） 研究会は非公開とするが、研究会終了後に配布資料を公表するととも

に、議事概要を作成し、公表することとする。ただし、配布資料につい

ては、座長が必要と認める時は非公表とすることができる。 

 

５．その他 

（１） 研究会の庶務は、総務省自治行政局行政課において処理する。 

（２） 本要綱に定めるもののほか、研究会に関し必要な事項は、座長が定める。 

  


